
 

 

 

 

 

 

 

 

 個人府民税（府税） 
■納める人  
所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」と、前年の所得金額に応じて課税される｢所得割」があり、

毎年１月１日の現況によって次の人が納めます。 
納める人 納める税額 

府内に住所がある個人 
均等割額 

所得割額 

府内に事務所、事業所又は家屋敷がある個人で、それらが所在する市町村内に住所がない人 均等割額 

ただし、次の人は非課税となります。  

均等割及び所得割が非課

税となる人 

・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人 

・前年の合計所得金額が125万円以下の障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫（退職所得等の分離課税

に係る所得割を除く） 

均等割が非課税となる人 
・各市町村の条例で定める一定の合計所得金額以下の人（非課税となる金額は、市町村によって異

なります。） 

所得割が非課税となる人 

・前年の合計所得金額が［35万円×（本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数）＋32万円］で

求められる金額以下の人 

 ただし、控除対象配偶者及び扶養親族がいない人は、前年の合計所得金額が35万円以下の人 

（注）平成18年度分から、年齢65歳以上の方に対する非課税措置は、廃止されています。 

なお、平成17年1月1日において65歳に達していた方は、平成18年度は３分の２、平成19年度は３分の１の税額を控除する経過措

置を設けていましたが、平成20年度から全額課税となります。 

■納める額  
年 1,000 円 ●均 等 割  

●所 得 割  個人府民税は前年の所得金額をもとに計算されます。 

 

課税所得金額 

（前年の所得金額－所得控除額）×税率－調整控除額 税額控除額 所得割額 － ＝ 
 

 

●税 率  ４％ 
  

●調整控除額 
課税所得金額 控 除 額 

２００万円以下 「人的控除額の差の合計額」と「課税される所得金額」のどちらか小さい額の２％ 

２００万円超 
｛人的控除額の差の合計額－(課税される所得金額－200万円)｝の2％。ただしこの額が1,000円未満の場合は

1,000円 

 

●税額控除額 

区 分 

配当控除 株式の配当などの配当所得がある場合、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。 

外国税額控除 
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合、一定の方法により計算

された金額が控除されます。 

住宅借入金等特

別控除 

税源移譲により、所得税から住宅借入金等特別控除額が控除しきれなかった額がある場合は、市町村への申告に

より翌年度の住民税から控除されます。（所得税の確定申告を提出した場合は、その年分については市町村への

申告は不要です。） 

※ 寄附金控除について 

平成20年１月１日以後に支出した寄附金については、個人住民税の寄附金税制が大幅に拡充され、所得控

除から税額控除になります。この寄附金控除の適用は、平成21年度分（平成20年所得）より適用されます。 
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●所得控除額 
控除の種類 府民税・市町村民税(平成20年度分＝平成19年分所得) 備 考 

① 雑 損 控 除 

 

 

  -         ＝○A

次のイとロとのいずれか多いほ
うの金額 
イ ○A の金額―（所得金額の合

計額×1/10） 
ロ ○A の金額のうち災害関連支

出の金額―５万円 

 

② 医 療 費 控 除 

 

          ×５％ 

     - ＜        ＞    

       

（最高限度額 200万円）

「保険金等により補てんされる金
額」には、健康保険・共済組合等
からの給付金や自賠責保険・損害
保険・生命保険契約に基づき補て
んされる金額などがあります。 

③ 社会保険料控除 支払った社会保険料の合計額  

④ 小規模企業共済等掛金控除 
支払った共済契約の掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金及び
心身障害者扶養共済制度の掛金との合計額  

⑤ 生命保険料控除 

 

 

                ＋ 

 

 
イ 15,000円までの場合････････････････  ○A 又は○B の金額 
ロ 15,000円を超え40,000円までの場合･･（○A 又は○B )×1/2 +  7,500円 
ハ 40,000円を超える場合･･････････････（○A 又は○B )×1/4 + 17,500円 

支払保険料 ＝ 

保険料の金額 － 剰余金等 

⑥ 地震保険料控除 

 

 

                ＋ 

 

〔合計額の最高限度額25,000円〕 
イ  5,000円までの場合････････････････  ○A の金額 
ロ  5,000円を超え15,000円までの場合･･  ○A ×1/2 +  2,500円 
ハ 15,000円を超える場合･･････････････  10,000円 

旧長期損害保険料については、平
成18年12月31日までに締結した
長期損害保険契約等で平成 19 年 1
月 1 日以後契約の変更をしていな
いものについて適用。 
なお、「短期損害保険料控除」
は、廃止されました。 

⑦ 寄 附 金 控 除 
（所得金額×25％又は都道府県、市町村、特別区、大阪府共同募金会と
日本赤十字社大阪府支部に対する寄附金の合計額のいずれか少ない方）
－100,000円 

平成20年１月１日以後に支出した
寄附金については、所得控除から
税額控除になります。適用は、平
成21年度分（平成20年所得）より
適用されます。 

⑧ 障がい者控除 １人につき 260,000円（特別障がい者は、300,000円） 
本人、控除対象配偶者又は扶養親
族が障がい者である場合に適用さ
れます。 

⑨ 寡婦・寡夫控除 260,000円（一定の要件に該当する寡婦については300,000円） 
一定の要件とは、合計所得の金額
が500万円以下で、扶養親族の子が
いる場合をいいます。 

⑩ 勤労学生控除 260,000円 

合計所得金額が 650,000円以下
で、かつ、給与所得等以外の所得
金額が100,000円以下の学生にのみ
適用されます。 

⑪ 配 偶 者 控 除 330,000円（年齢70歳以上の配偶者については380,000円） 

控除対象配偶者のある人に適用さ
れます。配偶者が同居特別障がい
者の場合は、それぞれ230,000円を
加算した金額となります。 

⑫ 配偶者特別控除 

配偶者が控
除対象配偶
者に該当し
ない場合に
適用 

合計所得金額 控除額
45万円未満 
50万円未満 
55万円未満 
60万円未満 
65万円未満 

33万円
31万円
26万円
21万円
16万円 

合計所得金額 控除額
70万円未満 
75万円未満 
76万円未満 
76万円 

 

11万円
6万円
3万円
0万円

 

本人の合計所得金額が1,000万円以
下である場合に限られます。ま
た、生計を一にする配偶者のう
ち、次に掲げる者は除かれます。
１他の納税者の扶養親族とされる
配偶者 

２青色事業専従者に該当する配偶
者で専従者給与の支払を受ける
者又は白色事業専従者に該当す
る配偶者 

３配偶者自身がこの控除を受ける
場合におけるその配偶者 

⑬ 扶 養 控 除 
扶養親族 
1人につき 
330,000円 

１ 年齢16歳以上23歳未満の扶養親族（特定扶養親
族）については、450,000円 

２ 年齢70歳以上の扶養親族（老人扶養親族）につ
いては、本人又はその配偶者の直系尊属で同居し
ている人（同居老親等）は450,000円、その他の人
は380,000円 

扶養親族のある人に適用されま
す。 
扶養親族が同居特別障がい者の場
合はそれぞれ230,000円を加算した
金額となります。 

⑭ 基 礎 控 除 330,000円  

    損失額 保険金等により

補てんされる金額

      

      -
支払った

医療費の額

         

         
保険金等により

補てんされる金額

いずれか
少ない方 
の金額 

所得金額

の合計額

10万円 

個人年金保険以外の生命保険
の支払保険料○B を下のイから
ハに当てはめて計算した金額

（最高35,000円）

個人年金保険の支払保険料○A
を下のイからハに当てはめて
計算した金額 

（最高35,000円）

 
地震保険料×1/2 

（最高25,000円）

旧長期損害保険料○A を下のイ
からハに当てはめて計算した
金額 

（最高10,000円）

※ 次に掲げる人は、控除対象配偶者及び扶養親族から除かれます。 
  １ 合計所得金額が38万円を超える人 
  ２ 青色事業専従者に該当する者で専従者給与の支払を受ける人又は白色事業専従者に該当する人 
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■納める方法  
●申 告  
所得税の確定申告をした人や給与所得のみの人は、

申告書を提出する必要はありません。 

それ以外の人は、３月15日までに住所地の市町村

に申告書（市町村民税と同一用紙）を提出しなけれ

ばなりません。 

 

●納 税  
市町村から送付される納税通知書（納付書）によ

り、年４回（標準では、６月、８月、10月及び１

月）に分けて市町村民税とあわせて納めます。 
※ 各市町村の条例により異なる納期を定めている場合が 

あります。 

ただし、給与所得者は、６月から翌年５月までの

毎月の給与から特別徴収されます。

  

   

■納める人 

  個人府民税（8ページ参照）と同じです（ただし、「府内」は「市町村内」と読み替えてください。）。 

■納める額 

●均等割 年額3,000円（標準税率） 

●所得割 
 

 

 

●税 率  ６％ 

■納める方法 

個人府民税（10ページ参照）と同じです 

 

 

 

■納める人 

府内に事務所、事業所を設けて、法律で定める第一種事業、第二種事業、第三種事業を営んでいる個人が納め

ます。

第一種事業（３７業種） 

物品販売業 保 険 業 金 銭 貸 付 業 物品貸付業

不動産貸付業 製 造 業 電 気 供 給 業 土石採取業

電気通信事業(放送事業含む) 運 送 業 運送取扱業

船舶ていけい場業 倉 庫 業 駐 車 場 業 請 負 業

印 刷 業 出 版 業 写 真 業 席 貸 業

旅 館 業 料 理 店 業 飲 食 店 業 周 旋 業

代 理 業 仲 立 業 問 屋 業 両 替 業

公衆浴場業(第三種事業以外のもの) 演 劇 興 行 業 遊 技 場 業

遊 覧 所 業 商品取引業 不動産売買業 広 告 業

興 信 所 業 案 内 業 冠 婚 葬 祭 業  

 

第二種事業（３業種） 

畜 産 業 水 産 業 薪 炭 製 造 業

 

第三種事業（３０業種） 

医 業 歯 科 医 業 薬 剤 師 業 獣 医 業

弁 護 士 業 司法書士業 行政書士業 公 証 人 業

弁 理 士 業 税 理 士 業 公認会計士業 計 理 士 業

社会保険労務士業 コンサルタント業 設計監督者業 不動産鑑定業

デザイン業 諸芸師匠業 理 容 業 美 容 業

クリーニング業 公衆浴場業（銭湯） 歯科衛生士業 歯科技工士業

測 量 士 業 土地家屋調査士業 海事代理士業 印刷製版業

あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・ 

柔道整復その他の医業に類する事業 
装 蹄 師 業  

■納める額  

 

 

●事業主控除額 ２９０万円 

ただし、事業を行った期間が１年に満たない場合は、月割額となります。 

税額控除額 所得割額－

課税所得金額 

（前年の所得金額－所得控除額）×税率－調整控除額 ＝ 

個人市町村民税（市町村税） 

） 個人事業税（府税） 

前年の所得金額―事業主控除額 税率 税額× ＝
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●税 率 第一種事業…５％ 

 第二種事業…４％ 

 第三種事業…５％ 

ただし、第三種事業のうち、あん摩等医業に類する事業及び装蹄師業は３％となります。 
※ 所得金額の計算は、原則として、所得税における事業所得及び不動産所得の計算と同じです。 

※ 青色事業専従者給与額又は事業専従者控除額も、原則として、所得税の場合と同じです。 

※ 所得税の青色申告特別控除額は、個人事業税では適用がありません。 

■納める方法  

 

●申 告  
３月15日までに府税事務所に申告書を提出しなけ

ればなりません。 

ただし、次の人は、申告書を提出する必要があり

ません。 

① 所得税の確定申告書又は個人住民税の申告書を

提出した人 

② 収入金額から必要経費を差し引いた金額が290

万円（事業主控除額）以下の人 
 

●納 税  
府から送付される納税通知書（納付書）により、

８月と11月に納めます。 

なお、11月に納める納付書は、８月送付時に同封

しています。 
※ 税額（年税額）が１万円以下の場合は、８月にその 

全額を納めます。 

 

 

 

■

■
●

い

 

 
 

■

個人事業税の納税には、便利で安心、そして 

安全な「口座振替」をぜひご利用ください。 

（27 ページ参照） 

法  
人府民税（府税）
 11

納める人 

均等割と法人税割とがあり、次の法人が納めます。 
納税義務者 納める税額

府内に事務所、事業所を有する法人 

公益法人等（商工会議所など）又は人格のない社団等（青年団、ＰＴＡ、県人会など）で収益事業を営むものを含む  

均 等 割 額

法人税割額

府内に事務所、事業所を有する公益法人等で収益事業を営まないもの 

府内に事務所、事業所を有する公共法人(日本放送協会、日本下水道事業団など) 

府内に寮などがある法人、公益法人等、公共法人又は人格のない社団等（収益事業を営むものに限る）で府内に事務所、事業所を有しないもの  

均 等 割 額

納める額 
均 等 割  

資本金等の額に応じて、５段階の税率が定められて

ます。 
法人の資本金等の額の区分 税率 

公益法人等や1,000万円以下である法人など ２万円 

1,000万円を超え1億円以下の法人 7.5万円 

1億円を超え10億円以下の法人 26万円 

10億円を超え50億円以下の法人 108万円 

50億円を超える法人 160万円 

※ 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する

額をいいます。 

※ 事務所、事業所を有していた期間が１年に満たない場合は、

月割によって算定します。 

●法 人 税 割 

 

●税 率 ６％  
ただし、事業年度末の資本金の額が１億円以下の法人で、

かつ、法人税割の課税標準となる法人税額の総額が年2,000

万円以下の法人は５％。  

 

 

 

 

 

 

納める方法 
次の期日までに府税事務所に申告し、納めます。 

申告の種類 申告と納税の期限 

１ 中間申告 （事業年度が６か月を超え、法人税の中間申告額が 10

万円を超える法人）  
事業年度開始の日以後６か月を経過した日から２か月以内 

２ 確定申告 事業年度終了の日から２か月以内 

法人税額×税率 ＝ 法人税割額

法人府民税（均等割）の超過課税について 
大阪府では、大阪産業の再生から成長に向けて、様々な取り 

組みを重点的に推進するため、法人府民税（均等割）の超過課 

税を実施しています。 

大阪府では、大都市圏特有の緊急かつ膨大な財政需要

に対処するため、一定の法人の税負担に配慮した上で、

法人府民税（法人税割）及び法人事業税の超過課税を実

施しています。 

法人府民税（法人税割）・法人事業税の超過課税について 



 

 

 

法人事業税（府税） 

■納める人 

府内に事務所、事業所を設けて、事業を営む法人が納めます。 

ただし、公益法人等（商工会議所など）又は人格のない社団(青年団、ＰＴＡ、県人会など)は、収益事業を

営む場合に限り課税されます。   

■納める額  

○所得を課税の基礎とする法人 ＝ 税額 所得×税率 

○電気・ガス供給業、保険業を行う法人 

○付加価値額、資本金等の額及び所得を課税の基礎とす

 
 

※ 付加価値額とは、収益配分額（報酬給与額

加えたものをいいます。 

●税 率 

区   分 法人の種類 

所得のうち年

所得のうち年

普
通
法
人 

所得のうち年

所得のうち年

下記以外の法人 

（
注
１
） 

特
別
法
人 所得のうち年

普
通
法
人 

所得 

① 

所得を課税の 

基礎とするもの 

（②及び③以外のも

の） 

資本金の額が1,000 万円

以上であって３以上の都

道府県に事務所、事業所

を有する法人 

（
注
１
） 

特
別
法
人 

所得 

② 
収入金額を課税の基

礎とするもの 

電気・ガス供給業、保険業を

行う法人 
収入金額 

付加価値割

資 本 割

③ 

外
形
標
準
課
税 

付加価値額、資

本金等の額及び

所得を課税の基

礎とするもの 

平成１６年４月１日以後に開

始する各事業年度末の資本金

の額が１億円を超える法人

（収入金額を課税の基礎とす

るものを除く） 所 得 割

（注１）特別法人とは、協同組合、信用金庫、医療法人などです

（注２）不均一課税適用法人（上記表の①及び②の法人に限る）

所得課税分 
資本金の額が１億円以下（特別法人、公益法人

つ、所得の総額が年 5,000 万円以下の法人 

収入金額課税分 資本金の額が１億円以下で、かつ、収入金額の

 

■納める方法 

＋ 付加価値額×税率 資本金等の額×税

＝ 率 額

法人府民税と同じ事業年度終了の日（中間申告にあっては
２か月以内に府税事務所へ申告し、納めます。 
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収 入 金 額 ×税
る法人（外形標準課税適用法人） 

＋純支払利子＋純支払賃借料）に単

税    率 

 400 万円以下の金額 5.25％

 400 万円を超え800万円以下の金額 7.665％

 800 万円を超える金額 10.08％

400 万円以下の金額 5.25％

400 万円を超える金額 6.93％

10.08％

6.93％

1.365％

税   率 
付加価値額 
（報酬給与額＋純支払利子＋純支払賃借料±単年度

資本金等の額 

所得のうち年 400 万円以下の金額 

所得のうち年 400 万円を超え800万円以下の金

所得のうち年 800 万円を超える金額 

３以上の都道府県に事務所、事業所を有する

。普通法人とは、特別法人以外の法人で

は、次表の基準にあてはまる法人をいい

、人格のない社団などは１億円以下として取

総額が年４億円以下の法人 

＋ ＝ 率 所得×税率 

、事業年度開始に日以降６か月を経過
税

年度損益を

不均一課

税適用法

人の税率 

（注２）

 5％

 7.3％

 9.6％

 5％

 6.6％

 9.6％

 6.6％

 1.3％

損益）
0.504％

0.21％

3.99％

額 5.775％

7.56％

法人 7.56％

す。 

ます。 

り扱う）で、か

税額

した日）から
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■

所

 

 

 

 

 

 

 

 

人市町村民税（市町村税）

 

納める人 

法人府民税（11ページ参照）と同じです（ただし、「府内」は「市町村内」と読み替えてください。）。 

納める額 

●均等割                 ●法人税割 

 

 

 

 

 

納める方法 

法人府民税と同じ期日（11ページ参照）までに市町村に申告し、納めます。 

法人税額×税率（標準税率12.3％） 

法人税割額＝ 

※ 市町村により税率が異なりますので、関係する市

町村にご確認ください。 

法人の区分
従業者の
合計数

公共法人や資本金等の額のない法人など ― 万円

50人以下

50人超 12

50人以下 13

50人超 15

50人以下 16

50人超 40

資本金等の額が10億円超の法人 50人以下 41

資本金等の額が10億円超50億円以下の法人 175

資本金等の額が50億円超の法人 300
50人超

標準税率
（年額）

資本金等の額が１千万円以下の法人

資本金等の額が1千万円超1億円以下の法人

資本金等の額が1億円超10億円以下の法人

5

 
得税（国税）

納める人 

日本国内に住んでいる個人で所得のあった人や住んでいなくても国内で生じた所得のあった人 

 

納める額 

   

              【所得税の税率（速算表）】

            

納める方法 

課税所得金額 
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 195万円超  33

 330万円超   69

  695万円超      900

  900万円超    1,80

 1,800万円超     

 

課税所得金額 

（所得金額－所得控除額） × 税率 ― 控除額 － 税額控除額 ＝ 税額

・所得者自身が、その年の所得金額とこれに対する税額を

（申告納税制度） 

・給与や利子、配当など特定の所得の支払者が、その支払

所得税額を差し引いて国に納付します。（源泉徴収制度）

控除期間

Ａ×

Ａ×０
所得要件

住宅の床面積 ５

控除額の計算

区　　分

※ 各年末の住宅ロー

Ａは住宅（その敷地

ます。詳しくは税務

平成２０年度入居の

住宅ローン等を利用してマイホームを

新築や購入、増改築等をしたときには、

一定の要件にあてはまれば、居住の用に

供した年から一定期間、住宅借入金等特

別控除を受けることができます。 

所得税（国税）の住宅ローン控除
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税率

5万円以下  5

0万円以下 10

5万円以下 20

万円以下 23

0万円以下 33

40

計算し、これらを申

の際に所得税を計算

 

１０年

１～６年目
１％（最高２０万円） Ａ×
７～１０年目
．５％（最高１０万円） Ａ×
３，０００万円

０㎡以上（上限なし）

①

ン等の年末残高の合計額を

を含みます。）の取得等の

署までお問合せください。

場合（①と②の選択適用
 控除額 

  － 

    97,500円 

   427,500円 

   636,000円 

  1,536,000円 

  2,796,000円 

％ 

告して納付します。

し、支払額からその

１５年

１～１０年目
０．６％（最高１２万円）
１１～１５年目
０．４％（最高８万円）

同左

同左

②

Ａとして計算しますが、

対価の額が限度となり 

 

） 



 

 

 

 
事業所税（市町村税）
■納める人 

一定規模以上の既設事業所等で事業を行う法人や個人 

■納める額 

 

 

■納める方法 

 
 

※ 府内の課税団体は、大阪市、堺市(ただし、合併前の旧美原町区域内においては、合併に伴う経

過措置があります。)、守口市、東大阪市、豊中市、吹田市、高槻市及び枚方市の８市です。 

 

 

 

■納める人  

府内の鉱区に対し、鉱業権(試掘権、採掘権)を所有している人が納めます。 

■納める額  
区 分 税 率 

試掘鉱区 面積100アールごとに年200円 
①砂鉱を目的としない鉱区 

採掘鉱区 面積100アールごとに年400円 

②砂鉱を目的とする鉱区 面積100アールごとに年200円 

③石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区 上記区分①の税率の３分の２ 

■納める方法  

資 産 割 専業者用家屋の床面積（㎡）×600円 
事業を行う法人、個人 

従 業 者 割 従業者に対する支払給与総額×0.25％ 

事 業 を 行 う 法 人 事業年度終了の日から２か月以内に申告して納めます。 

事 業 を 行 う 個 人 翌年の３月15日までに申告して納めます。 

鉱区税（府税） 

中央府税事務所から送付される納税通知書(納付書)により、５月に納めます。  

 

 

 

 

 

大阪府では、（社）地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用し、

インターネットによる法人府民税・事業税の申告受付を開始しています。 
 

■ 地方税ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）とは・・・ 
地方公共団体の窓口に行く必要がなく、自宅やオフィス、税理士事務所から、インターネットを利用して申告

等の手続きができる便利なシステムのことです。 

  このシステムを利用すれば、複数の地方公共団体への申告がまとめて１回のデータ送信で行うことができます。 

■ ご利用できること（下記以外の税目については、順次対応する予定です。） 

 法人都道府県民税・事業税の申告 

 法人市民税・固定資産税（償却資産）、事業所税の申告 

 特別徴収にかかる給与支払報告書等の提出 

■ ご利用できる方 
 上記項目に係る申告手続きを行う納税者の方 

 税理士及び税理士法人等の税理士業務を行う方 
 

利用手続等の詳細については、ｅＬＴＡＸホームページ（http://www.eltax.jp/）又は府税のホームペー

ジ「府税あらかると」（http://www.pref.osaka.jp/zei/topics/denshi/index.html）をご覧ください。 

 

申告などがインターネットで簡単、便利に！

 14


